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（TEL 4392-1700）

　ケアプランにもとづいて、最適なサービス
を利用します。原則として費用の1割、2割ま
たは3割は利用者の負担となります。
　①から⑥までの手順によりサービスが利
用できます。⑤で認定された有効期間内で
サービスが利用でき、引き続き利用する場
合は⑧の更新手続きを行ってください。

※事業対象者（基本チェックリストに該当した方）は、総合事業のサービスのうち、短期集中型のサービス（サポート型訪問
サービス、選択型通所サービス）を利用することができます。総合事業については、13ページをご参照ください。

　大阪市認定事務センターへ「要介護認定・
要支援認定｣の申請を行ってください。
　居宅介護支援事業者、介護保険施設、
地域包括支援センターに依頼して申請を代
行してもらうこともできます。
■申請に必要なもの
●介護保険要介護認定・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●本人の個人番号（マイナンバー）確認書類
（個人番号カード（裏面）写し、通知カード
（表面）写し等）
●本人の身元確認書類
（個人番号カード（表面）写し、運転免許証
写し等）
●医療保険被保険者証、資格情報のお知ら
　せ、資格確認書、いずれか１点の写し（４０
　歳から６４歳までの方の申請の場合のみ）

　大阪市から委託を受けた認定調査員が、
心身の状況などについて調査を行います。
　必要に応じて、区役所の保健師が同行し
ます。

■認定調査時の介添え制度
　障がいにより
意思疎通が難しい方、
日本語の理解が困難な
外国籍の方などが、
安心して調査を
受けられるよう、
無料で通訳などが
同席する大阪市
独自の制度があります。

●大阪市認定事務センターでは、窓口にお越しいただくことなく郵送で要介護（要支
援）認定の申請の受付を行っています。

●申請書類や手続きなどについては大阪市認定事務センターにお問い合わせください。     

※

介護予防サービス、
総合事業のサービスを
利用できる方

　認定の有効期間は、原則6か月（更新の
場合は12か月）です。ただし、心身の状態
によって48か月まで延長、3か月まで短縮
される場合があります。
　引き続きサービスを利用する場合は、有
効期間満了の日の60日前から更新申請が
できます。

　なお、心身の状態が変化した場合、残り
の有効期間にかかわらず、いつでも状態の
区分の変更申請ができます。


